
チェックシート 建築主となる皆様へ－安心して建物を建てるためのチェックポイント－ 

１ 設計業務委託契約前に確認してください Check 

 

１）設計業務を委託しようとしている人は建築士ですか？ 

   建築士免許証又は建築士名簿で、建築士であることを確認しましょう。 

 

 

２）その建築士は、都道府県に登録された建築士事務所に所属していますか？ 

   建築士事務所の登録簿で、建築士事務所登録がなされており、その人が建築士事務所に

所属していることを確認しましょう。 

 

３）契約前に必要な説明はありましたか？ 

   建築士は書面での重要事項説明と建築士免許証提示が義務づけられています。 
建築確認申請代行業務や工事監理業務を含めた契約も可能です。 

 

２ 工事請負契約時のポイント  

 
 
 

１）契約内容を明らかにした書面による契約を行いましょう。 

 （工事内容、完成引渡日、工事請負代金額と支払方法と時期、引渡遅延措置など） 

 

２）契約書以外にも約款、設計図書、仕様書、見積り書を確認し、契約内容に納得した上で契

約しましょう。 

 

３）建築確認済証を受領した後に、工事の契約をすることが望まれます。 

   建築確認済証とは、建物の計画が建築基準法等に適合することを行政の機関等が確認し

たことを示す書類です。（建築場所や建物の規模等により不要となる場合があります。） 
   また、設計内容を変更する場合は、必要に応じ計画変更建築確認申請書等を提出した上

で、変更契約を行いましょう。 

 

３ 工事に着工する前のポイント  

 
 

 
 

１）建築確認申請書や建築工事届は建築主が提出する書類です。必ず記載内容の説明を受け、

建築確認申請書には自分で押印しましょう。 

   代理者によって建築確認申請等を行う場合は、委任状の添付が必要です。その際も必ず

内容の説明を受けましょう。 

 

２）工事に着工する前に、建築確認済証が交付された事を確認し、受領しましょう。 

   建築確認済証とあわせて、建築確認申請書の副本が建築主に返却されます。建築計画を

示す大切な書類ですので、工事完了後も大切に保管しましょう。 

 

４ 工事完了時のポイント  

 

１）戸建て住宅の場合、住宅瑕疵担保責任保険の中間検査を受けますので、引き渡しの際に保

険付保証明書等を受け取りましょう。（一部住宅メーカーにあっては、中間検査が不要の場

合があります。） 

 

２）建築確認済証の交付を受けた建物は、工事完了後に行政の機関等による完了検査を受け、

検査済証を受け取りましょう。 

   検査済証とは、完成した建物が、建築基準法等に適合していることを示すものです。 
   検査完了後にカーポート等を設置する場合は、再度、確認申請や完了検査が必要となる

場合があります。事前に建築士や所管の行政窓口にご相談ください。 

 

３）建物の引き渡しの際は、工事監理報告書を受け取り、工事監理者の立ち会いのもと、完成

した建物の検査をし、説明を受け、納得した上で建物の引き渡しを受けましょう。 
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